
令和６年度≪校内ルール≫ 

倉敷市立新田中学校 

【携帯電話・スマートフォンの使用について】 

○生徒・保護者等への連絡は，学校の固定電話を使用する。 

○生徒の携帯電話の電話番号やメールアドレス（ＬＩＮＥ含む）を取得しない。 

（私的なメールやＳＮＳによる生徒とのやりとりはしない） 

○携帯電話・スマートフォンはＴＰＯに応じて使用する。 

（許可なく校内でスマホを使用しない） 

 

【生徒指導・生徒の個別指導の際の注意点】 

○密室での１対１の対応を避け、複数で対応し，指導場所を他の教員へ知らせておく。 

○生徒を指導する際は，異性生徒の指導の際は，できる限り同性の先生が同席する。 

○不必要な身体接触はしない。 

 

【自家用車の使用について】 

○許可なく車に同乗させることがないよう、自家用車で生徒の送迎は行わない。 

○部活動の際にも同様である。 

 

【情報管理について】 

○校務用サーバーまたは学校貸与のＵＳＢを使用する。 

○生徒の個人情報に係る書類や電子データを校外に持ち出さない。 

 

【公金・集金の取り扱いについて】 

○保護者から預かっている現金は，個人の机や職員室の耐火金庫で管理をしないで，必ず 

担当職員または教頭に預ける。 

 

【飲酒について】 

○飲酒運転・酒気帯び運転は厳禁です。 

○翌日に勤務または翌日の早朝から部活動があるときは，深夜まで飲酒をしない。 

１時間に分解できるアルコールは，（体重㎏÷１０㎏）ｇです。 

つまり，体重６０㎏の方は６ｇです。 

ビール中ジョッキ１杯（３５０ｍｌ）分解するのにおよそ２時間２０分かかります。 

 

【体罰について】 

○いかなる場合も体罰は禁止です。 

○言葉による暴力も禁止です。 

 

【ハラスメントについて】 

○話しやすい同僚に相談しましょう。相談を受けた職員は，管理職に相談してください。 

 

※先生方を守るための校内ルールです。信頼を損なわないためにもコンプライアンスを 

意識しましょう。 

※上記の内容は，飲酒・体罰以外は「原則」です。ルールが守れない状況にあるときは， 

必ず管理職に相談してください。 

 

明るく風通しのよい職場づくりで不祥事ゼロ！！ 


